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《事前に電話でご予約を》

会　場予 約 開 始 日 等相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所
２階
相談室

午前８時半
から電話で 
広報課
�７０・７７７７

（代）

８月２６日（木）
弁護士

いずれも水
曜日午前１０
時から

１日・８日
法 律 相 談

９月９日（木）１５日・２２日

８月２７日（金）司法書士１日（水）午後１時から登 記 相 談

８月２７日（金）土地家屋調査士１日（水）午後１時から表 示 登 記 相 談

９月３日（金）税理士８日（水）午後１時から税 務 相 談

９月７日（火）人権擁護委員１５日（水）午後１時から人権身の上相談

９月１０日（金）宅地建物取引
主任者１５日（水）午後１時から不 動 産 相 談

９月１６日（木）弁護士、
東京都相談員２２日（水）午後１時から交 通 事 故 相 談

９月２日（木）行政書士８日（水）午前１０時から
相続・遺言・成年
後見等手続相談

９月１７日（金）社会保険労務士２２日（水）午前１０時から年金・労災・失業保険・ 
人事管理等相談

前日までに産業振興課労政
商工係�７０・７７４３

市商工会
経営指導員

２日（木）
午後１時～４時経 営 相 談

前日までに健康課 
�７７・００２２

獣医師
１７日（金）午後１時～午
後３時

動物なんでも相談

男女平等
推進

センター

午前９時か
ら男女平等
推 進 セ ン
ター
�７２・００６１

８月２３日（月）女性
カウンセラー

いずれも月曜
日午後１時半
～４時半

６日・１３日女性の悩みごと
相 談 ９月６日（月）２７日

８月２０日（金）女性弁護士３日（金）午前９時半～
午後零時半

女性弁護士による
法 律 相 談

同課子育て支援課�７０・７７３６母子自立支援員開庁日母 子 相 談

《直接会場へどうぞ》

会　場相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所１階相談室
知的障害者相談員 ８日（水）午前１０時～正午知的障害者相談

身体障害者相談員 １０日（金）午前１０時～正午身体障害者相談

さいわい福祉
センター

さいわい福祉
センター指導員

２４時間随時�７７・２７１１
心身障害者（児）
相 談

保健福祉センター
保健師、栄養士、
歯科衛生士

開庁日
※電話相談も可�７７・００２２

総合相談窓口
（保健・医療等）

市役所６階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員

開庁日の
午前９時～午後５時

職 業 相 談

市役所２階相談室
市住宅増改築等
斡旋事業登録団体

協議会

９日（木）
午前１０時～午後４時

住宅増改築相談

中央相談室
（成美教育文化会館
内教育センター）

教育相談員

火曜～土曜日の
午前１０時～午後５時
※電話相談も可�７３・３６６７

教 育 相 談 室
滝山相談室

（西中学校隣）

月曜～金曜日の
午前１０時～午後５時
※電話相談も可�７５・８９０９

市民生活館１階消費生活相談員
平日の午前９時半～午後４時半
※電話相談も可�７３・４５０５

消 費 者 相 談

東久留米市社会
福祉協議会

市民ボランティア
相談員

月曜・水曜・金曜日の
午前１０時～午後４時
�７４・４２９４

電話なんでも相談
（東久留米市社
会福祉協議会）

市

職

員

　
【
採
用
予
定
日
・
募
集
職
種
】
①

　

年
１
月
１
日
以
降
＝
栄
養
士
、

１７給
食
調
理
②　

年
４
月
１
日
以
降

１７

＝
一
般
事
務
（
身
体
障
害
者
を
含

む
）、
建
築
技
術
、
保
健
師
、
保
育

士
、
消
防
官

　
【
募
集
人
員
、
受
験
資
格
等
】
下

表
の
通
り

　
【
募
集
要
項
の
配
布
】①
②
と
も
、

８
月　

日
（
月
）
〜　

日
（
金
）

１６

２７

（
土
曜
・
日
曜
日
は
除
く
）
の
午
前

８
時
半
〜
午
後
５
時
、職
員
課（
市

役
所
４
階
）
で

　
【
願
書
受
け
付
け
】
８
月　

日
２５

（
水
）
〜　

日
（
金
）
の
午
前
９
時

２７

〜
午
後
５
時
、
本
人
が
職
員
課
に

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
身
体
障
害

者
の
方
は
、
障
害
者
手
帳
も
持
参

　

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
・
受

付
サ
ー
ビ
ス
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
て
入
札
参
加
資
格
申

請
な
ど
を
行
う
も
の
で
、
都
内
の

区
市
町
村
が
共
同
し
て
電
子
自
治

体
を
構
築
し
、
事
業
者
の
利
便
性

　

月
か
ら
ス
タ
ー
ト

１２

の
向
上
、
入
札
プ
ロ
セ
ス
の
透
明

性
・
公
平
性
の
確
保
を
目
指
し
ま

す
。

　

本
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
、
登
録
・

変
更
な
ど
の
申
請
書
の
作
成
・
送

付
、
受
付
票
・
審
査
結
果
の
受
け

取
り
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
可

能
と
な
り
ま
す
。

　
【
事
前
に
必
要
な
も
の
】入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
に
は
、
電
子
証

明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
請

書
登
録
時
に
電
子
証
明
書
で
署
名

を
行
う
こ
と
に
よ
り
「
な
り
す
ま

し
申
請
」「
第
三
者
に
よ
る
申
請
書

改
ざ
ん
」
が
行
う
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

　

電
子
証
明
書
の
取
得
に
は
、
手

国
民
年
金
の
加
入
の 

届
け
出
先
は
？

　

日
本
に
住
ん
で
い
る　

歳
２０

以
上　

歳
未
満
の
方
は
す
べ

６０

て
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

加
入
者
は
三
種
類
に
分
け

ら
れ
、
届
け
出
先
は
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

①
自
営
業
者
、
学
生
、
無
職

の
方
な
ど
（
第
１
号
被
保
険

者
）
＝
市
保
険
年
金
課
国
民
年

金
係
へ
②
会
社
員
、
公
務
員
な

ど
（
第
２
号
被
保
険
者
）
＝
勤

務
先
へ
③
会
社
員
、
公
務
員
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
（
第

３
号
被
保
険
者
）
＝
第
２
号
被

保
険
者
の
勤
務
先
へ
（
勤
務
先

が
社
会
保
険
事
務
所
に
届
け

出
ま
す
。

　

ま
た
、年
金
手
帳
の
再
交
付
・

氏
名
・
住
所
変
更
等
加
入
中
の

手
続
き
先
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
記

の
加
入
届
け
出
先
と
同
じ
で

す
。

　

そ
の
ほ
か
の
相
談
は
、
自
営

業
者
、
学
生
、
無
職
の
方
な
ど

（
第
１
号
被
保
険
者
）
は
、
市
保

険
年
金
課
へ
。
会
社
員
、
公
務

員
な
ど
（
第
２
号
被
保
険
者
）

お
よ
び
会
社
員
、
公
務
員
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
（
第
３

号
被
保
険
者
）
は
、
勤
務
先
管

轄
の
社
会
保
険
事
務
所
へ
。

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
が
国
民
年
金
保
険
料
の
お

支
払
い
の
相
談
や
納
付
書
の

請
求
を
す
る
と
き
は
、
武
蔵
野

社
会
保
険
事
務
所
�
０
４
２

２
・　

・
１
４
１
１
へ
。

５６

　

詳
し
く
は
市
保
険
年
金
課

国
民
年
金
係
�　

・
７
７
３
３

７０

へ
。

受　　験　　資　　格　　等募集人員職　種

　

年

度

１７

・大学卒　昭和５５年４月２日以降に生まれた方
・短大卒　昭和５７年４月２日以降に生まれた方
・高校卒　昭和５９年４月２日以降に生まれた方

若干名一 般 事 務

身体障害者手帳の交付を受けているとともに、下記
の①～③の要件をすべて満たす方
①昭和５０年４月２日以降に生まれ、高校卒業程度の
学力を有すること
②職務の遂行と通勤が自力でできること
③活字印刷の筆記試験に対応できること

若干名
一 般 事 務
(身体障害者 )

建築（関連）学科を履修し、大学卒業程度の学力を
有する方で昭和５５年４月２日以降に生まれた方

若干名建 築 技 術

昭和４６年４月２日以降に生まれ、保健師の資格を有
する方または平成１７年春までに行われる国家試験
により資格取得見込みの方

若干名保 健 師

保育士の資格を有する方または資格取得見込みの
方で、昭和５５年４月２日以降に生まれた方

若干名保 育 士

昭和５５年４月２日以降に生まれ、高校卒業程度の学力
を有するとともに身体能力が一定の基準にある方

若干名消 防 官

※いずれの職種も１７年３月卒業見込みの方を含む

市職員募集職種と受験資格等

受　　験　　資　　格　　等募集人員職　種　

年

度

１６
昭和５４年４月２日以降に生まれ、栄養士の
資格を有する方

若干名栄 養 士

昭和４９年４月２日以降に生まれ、高校卒業
程度の学力を有する方

若干名給 食 調 理

※１７年１月１日以降、勤務可能な方

し
て
く
だ
さ
い

　
【
試
験
日
】
９
月　

日
（
日
）

１９

　

詳
し
く
は
職
員
課
人
事
給

与
係
�　

・
７
７
１
６
へ
。

７０

数
料
が
必
要
で
す

　

※
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

た
め
に
は
、
一
定
の
条
件
を
満
た

す
パ
ソ
コ
ン
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

接
続
環
境
が
必
要
で
す
。

　
【
今
後
の
予
定
】本
サ
ー
ビ
ス
は
、

　

年　

月
か
ら
開
始
し
ま
す

１６

１２

　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
管
財
課
契
約
係
�

　

・
７
７
１
８
へ
。

７０

　

支
給
対
象
年
齢
が
、
現
在
の
義

務
教
育
就
学
前
（
６
歳
到
達
後
最

初
の
年
度
末
）
ま
で
か
ら
、
小
学

校
第
３
学
年
修
了
前
（
９
歳
到
達

後
最
初
の
年
度
末
）
ま
で
に
拡
大

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
に
伴
う
新
規
請
求
等

に
対
し
て
は
、
９
月　

日
ま
で
受

３０

け
付
け
た
も

の
に
限
り
特

例
的
に
４
月

分
か
ら
さ
か

の
ぼ
っ
て
支

給
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
�

　

・
７
７
３
６
へ
。

７０

　

都
営
住
宅
の
シ
ル
バ
ー
ピ
ア

（
高
齢
者
集
合
住
宅
）へ
の
入
居
者

を
次
の
通
り
募
集
し
ま
す
。

　
【
募
集
住
戸
】
大
門
町
二
丁
目

空
き
家
全
３
戸
（
単
身
者
向
け
１

戸
、
二
人
世
帯
向
け
２
戸
）

　
【
申
込
資
格
】次
の
①
〜
⑤
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
方
。
①　

歳
以

６５

上
（
昭
和　

年
８
月　

日
以
前
の

１４

２４

生
ま
れ
）
で
あ
る
こ
と
②
申
込
者

本
人
が
市
内
に
引
き
続
き
３
年
以

上
（
平
成　

年
８
月　

日
以
前
か

１３

２４

ら
）
居
住
し
て
い
る
こ
と
③　

歳
６５

以
上
の
同
居
親
族
が
い
る
こ
と

（
二
人
世
帯
向
け
）。た
だ
し
、配
偶

者
は
お
お
む
ね　

歳
以
上
④
所
得

６０

が
定
め
ら
れ
た
基
準
額
内
で
あ
る

こ
と
⑤
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

　
【
申
込
用
紙
等
の
配
布
】８
月　
１６

日
（
月
）
〜　

日
（
月
）
に
地
域

２３

政
策
課
（
市
役
所
５
階
）
で

　
【
申
込
方
法
】所
定
の
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
て
、
８
月　

日
２５

（
水
）ま
で
に
郵
送
で
市
役
所
に
到

着
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま

す
（
必
ず
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

窓
口
で
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ

ん
）

　

詳
し
く
は
同
課
住
宅
政
策
係
�

　

・
７
７
６
４
へ
。

７０

　

�障
 

受
給
者
証
の
更
新
は
、
都
の

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
の

所
得
制
限
基
準
額
を
も
と
に
所
得

の
判
定
を
行
い
、
８
月
末
日
ま
で

�障 所得制限基準額

所　得　額扶養親族
等の人数

３,６０４,０００円０人

３,９８４,０００円１人

４,３６４,０００円２人

４,７４４,０００円３人

５,１２４,０００円４人

５,５０４,０００円５人

�障 受給者証の
更新と所得制限
基準額

に
郵
送
し
ま
す
。

　

同
基
準
額
は
９
月
１
日
か
ら
右

表
の
通
り
で
す
。

　

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
管
理
係

�　

・
７
７
４
７
へ
。

７０
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
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入入入入入入入入入入入入入入
札札札札札札札札札札札札札札
参参参参参参参参参参参参参参
加加加加加加加加加加加加加加
資資資資資資資資資資資資資資
格格格格格格格格格格格格格格
審審審審審審審審審審審審審審
査査査査査査査査査査査査査査

　

入
札
参
加
資
格
審
査

申申申申申申申申申申申申申申
請請請請請請請請請請請請請請
・・・・・・・・・・・・・・
受受受受受受受受受受受受受受
付付付付付付付付付付付付付付
ササササササササササササササ
ーーーーーーーーーーーーーー
ビビビビビビビビビビビビビビ
スススススススススススススス

　
　

申
請
・
受
付
サ
ー
ビ
ス

都営住宅都営住宅
（シルバーピア）（シルバーピア）

地元入居者募集地元入居者募集

納税にご協力を
　８月３１日（火）は、市・都民税第

２期と国民健康保険税第２期の納

期限です。最寄りの金融機関でお

納めください。

　詳しくは納税課�７０・７７３０へ。

児
童
手
当
の
手
続
き

児
童
手
当
の
手
続
き

お
忘
れ
な
く

お
忘
れ
な
く（
９
月

日
ま
で
）

（
９
月　

日
ま
で
）

３０３０

◆行政相談…９月８日（水）午後１時～４時、市役所２階相談室。新藤智子氏（浅間町三丁目、�２２・２２８６）▽栄田征子氏（本町二丁目、�７１・２４１６）▽當麻好雄氏（東本町、�７３･７４３０）


